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｢減価償却応援 Ver.13.1｣での対応予定についてご案内致します。 

当内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 

1.データの利用について 

データ移行対象バージョン・・・Ver.11.0以降 

上記のバージョンからデータ移行が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. システムの対応内容 

1．耐用年数の短縮の特例適用資産の追加対応 
①個人の場合も、資産登録画面の＜耐短＞ボタンより、耐用年数短縮の特例適用に関する設定、 

および償却額計算をできるように対応します。 

②耐用年数短縮の特例適用に関する設定について、外部ファイル作成／取込の対象項目に追加 

します。 

③台帳チェックリストの出力項目に耐用年数短縮の特例適用有無を追加します。 

2．種類別明細書(増加資産用･減少資産用)の電子申告対応  
電子申告プログラム（Ver.13.1.e1）において、種類別明細書の増加資産用、減少資産用の出力に

対応します。それに伴い、減価償却システム本体側の設定も一部変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

3.動作環境について 

Ver.13.0 以降 Windows2000 での使用は動作保証外とさせていただいています。 
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概要のバージョン表記について 

「Ver.13.1」のように小数点以下 2 桁目は省略して

記載しています。正確なバージョンはシステム起動後

の［ヘルプ］-［バージョン情報］で確認できます。 

連動可能な法人税システム ：平成 20 年度以降 
スタンドアローン版同士、ネットワーク版同士のみ連動可能です。 

法人税システム平成 23 年度版と連動している場合、Ver.H23.1、H23.2 の別表十六(一)(二)は、

新様式に対応していないため、耐用年数の短縮特例を適用した資産の出力形式での連動（新規追加

された項目への連動など）はできません。Ver.H23.3 のリリース後に新様式との連動が可能です。 

連動可能な所得税システム ：平成 20 年以降 
手動連動（ファイル出力→ファイル取込）による連動になります。   

電子申告システム ：Ver.13.1 用の電子申告プログラム(Ver.13.1.e1)について 

平成 24 年 1 月申告の固定資産税の電子申告を行う場合は、今回の減価償却 Ver.13.1 にバージョン 

アップしてください。減価償却システムの前バージョン Ver.13.0 では電子申告は行えません。 

電子申告システム ：Ver.13.1用の電子申告プログラム(Ver.13.1.e1)について 

平成24年1月申告の固定資産税（償却資産申告書）に対応した減価償却の電子申告対応版 

プログラム（Ver.13.1.e1）をリリースする予定です。 

種類別明細書の増加資産用、減少資産用の電子申告につきましては、PCdesk以外での電子申告 

処理が可能となりましたので、本バージョンの電子申告プログラムより対応する予定です。 


